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Alexander Yakobson, Elections and Electioneering in Rome : A Study in

the Political System of the Late R砂<W;c. (Historia Einzelschriften 128).

Pp- 251, Stuttgart, Franz Steiner Verlag 1999.

ローマ共和政末期の政治史は,近年,その解釈が大きく変わろうとしている.

M. Gelzer, Die Nobihtat der romischen Repitblik, Stuttgart, 1912.以降,共和

政政治史はゲルツァーの圧倒的影響力の下に進められてきた.いわく,ノビレ

スが共和政ローマの政治を常に指導した,と.そして,ノビレス支配を可能に

したのは,ロTマに古くから存在した社会制度,保護者・庇護民関係であった,

と.そうすれば,当然,ローマの民会の評価は低くなる.民会の立法,政務官

選挙は上(有力政治家-保護者)からの意向をそのまま下(市民-庇護民)が受け

入れたものでしかないからである.はたして,そうだったのだろうか.本害は,

共和政末期の民会を再検討することで,このゲルツァー理論に対して批判を加

えている.それから,ローマの民会を低く見る見解は,ギリシア民主政との比

較から言われてきた.有名なウェーノしのイデアル・テiブス(理想型)論で,

ウェ「バーはローマ共和政とアテネ民主政を古代民主政と総称し,アテネ民主

政がより理想型に近いとした.ウェ-バーのイデア/U・ティブス論の背景には

共同体論があり,ただちに,ロ-マ共和政とアテネ民主政の優劣を論じたもの

ではないが,ローマの民会に関しては「受動的」な側面が強調されている.i

般的に言って,ロ-マの民会は「受動的」なものだった,とするのが通説だっ

た.この通説に対する痛烈な批判が本書中に見られる.ローマの民会研究は,

ゲルツァー理論の影響とこのような一般的評価の故か,低調であった. L. R.

Taylor, Roman Voting assemblies, Ann Arbor, 1966.とE. S. Stavely, Greek

and Roman Voting and Elections, London, 1972.以来,まとまった研究害

は,管見の限り,なかった.テイラー,ステ-ヴェリー以来の久々の本格的民

会研究が世に現れたことを喜びたい.筆者ヤコブソンはイスラエル・イェ/レサ

レムの-プライ大学教授.なお,本書についてはSCI(Scripta Classica

lsraelica)19(2000), 224-33ノく「ジに,カ.)フォルニア大学サンタ・バーバラ

校のモースタイン-マークスによる,きわめて好意的な書評がある.以下,章別

構成とそれぞれの内容を紹介したい.

第1葦マリウスの第一回目のコンスル選挙,は導入部である.ゲルツァー

理論による民会理解に対する疑問が示されている.第2章ケントゥリア会に

おける大衆の政治参加,は本書の中核部分である.筆者ヤコブソンの出世作
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HPetitio et Largitio : Popular Participation in the centuriate assembly of the

LateRepublic"/ftS82(1992), 32-52.`を書き換え,以下のように区分して,主

張をよ・り明確にしている.第1節ケントゥリア会の評価/第2節いわゆる

「寡頭政的」ケントゥリア会における大衆に対する買収?/第3節Largitiones

(買収)と選挙/第4節第一タラシスとは何か/第5節下位のクラシスは投票し

たか/第6節いわゆる「セルウィウスの」ケントゥリア会/第7節ケントゥリ

ア会の特徴:寛大さと便宜さ.第3章選挙の社会的広がり一個人的結びつき

と公的援助,および第4章庇護関係と選挙一現代の理論とローマ時代の現実,

はゲノレツァー理論の核となる保護者・庇護民関係(エバトロネ-ジ)の実態解明

が目指されている.扱われている問題は以下の通り.第3章選挙の社会的広

がり一個人的結びつきと公的援助/第1節パトロネージとロ-マ-の政治/第2

節パトロネージと選挙;いわゆる「浮動票」/第3節個人的結びつきの特徴一

定義と解釈の問題/第4節個人的結びつきと公的援助-Commentanolum

Petitionisの証言/第5節Pro Murenaの証言/第6節Pro Plancioの証言/罪

7節その他の証言/第8節候補者と投票者.第4章庇護関係と選挙-現代の

理論とロ-マ時代の現実/第1節政治的庇護関係のダイナミック/第2節貴族

といわゆる「政党幹部」/第3節いわゆる「やりくり算段」.第5章選挙の市場

感一投票板の衝撃,は,前139年から導入された秘密投票制の影響について論

じている.節の区分は以下の通り.第1節公開投票/第2節投票板法/第3節

投票単位と実際の投票の秘密性/第4節投票板とその反動/第5節秘密性,自

由な選択,朕補者の寛大さ.第6章ローマの選挙と政治,および第7章貴族

であること,大衆性,選挙の成軌は,ゲルツァーの熱狂的支持者達,特にR・

Syme, The Roman Revolution, London, 1939.に代表される,当時のロ-マ市

民の投票行動,すなわち,有権者(-市民)は候補者の掲げる政策に投票したの

ではない,非政治的なもの,という解釈に対する批判である.第6, 7章の節別

構成は以下の通り.第6章ローマの選挙`と政治/第1節非政治的選挙?/第2

節Commentariolum Petitionisの助言:非政治的に/第3節前50年の例外的

な選挙/第4節共和政末期の選挙と政治/第5節選挙の政治化-社会規範,貴

族のエ-トス,政治の現実/第6節結論.第7章貴族であること,大衆性,逮

挙の成功/第1節共和政末期における貴族であることと大衆性/第2節いわゆ

る「諸身分の闘争」/第3節服従/第4節ロ-マの貴族と平民/第5節寛大さ,

大衆性,権力/第6節エリートにおける民衆的正統性/第7節貴族過激主義の

脅威/窮8節投票者の社会的保守主義/第9節Petitio(選挙運動)/第10節共
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和政の終結.結論.

ヤコブソンの論理の進め方で特徴的なことは,近,現代の各国の民主政のあ

り方とたえず比較して,論を進めていることである.ただ,多少の不満を述べ

るとす叫王,長年,ロ-マの民会で議論になって来た二つの重要問題について

は,態度保留のまま論を進めている.一つ目は,議論のないまま,平民会とト

リブス会を同一なものと見なしている点であり,二つ目は,市民は何票投票で

きたのかという問題に言及しない点である.たしかに,どちらも,本害が中心

的に扱っている高級政務官選出のケントゥリア会の選挙では重要度が低い問題

ではある.民会における選挙を通してローマ共和政末期の政治のメカニズムを

解明しようという,ヤコブソンの意図は十分達成されており,今後,ローマの

民会を研究する上で,かならず読まなければならない必須図害となるであろう.

岩井経男(弘前大学)

M. Clauss, Kaiser und Gott. Herrscherkult hn romisclien Reich. Pp. 597,

Stuttgart/Leipzig 1999.

本書は,すでにミトラス教研究によって有名な宗教史家, M.クラウスによ

る,ローマ皇帝礼拝に関する研究書である. 500ぺ-ジを越える大著であり,

皇帝礼拝の,およそ考えられるあらゆる局面を網羅的に扱っているが,著者の

主張は一貫しており論旨は明快である.著者の目標は冒頭に明示されている:

ローマ皇帝は存命中から神であった.皇帝礼拝については数多くの研究がある

が,過度に政治的局面を強調して来た.それに対して本書は,皇帝の神性につ

いての「神学」構築を目指す.東方についてはすでにS.プライスの優れた叙

述があるし,以前から人間神化の伝統が存在していたこと`が認められている.

そこで本部ま西方(属州,イタリア,ローマ)を対象とし,そこでも最初から,

つまりアウグストゥスの時から,皇帝は生きた神であったことを証明しようと

する.'「I.序論」で著者の視点と,研究の前提としていくつかの概念,安料の

扱い方について論じられた後,本論に入る. II部は年代順にカエサルからテオ

ドシウスまでの皇帝の神性について検討している. 「III部.体系編」では,時代

ではなく項目ごとに検討されている.扱われる大項目は以下の通り,

1.神格としての皇帝

2.皇帝と関連する神格

3.皇帝像

tosho-seibi-repo
長方形




